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はじめに

 

 昨年６月の新組織発足以降、これまで蓄積された調査研究による知見と実践

力とを持ち寄り、地域産業や地域社会の諸課題解決に資する事業活動を展開 

してきた。 

関係各位からこれまで頂戴した温かいご支援とご協力に対し、心より厚く 

御礼申し上げる。 

 

 平成２３年度は、当センターにおいて通年度運営としては初年度であること

から、前年度に引き続き調査研究や各種支援事業を実施するとともに、外部要

因や環境変化等を踏まえ、合併後の新組織の事業活動として相応しい新規事業

にも着手することとした。(３月４日に開催された評議員会、理事会にて承認済) 

 

 しかしながら、３月１１日の「東日本大震災」は、東北地域の沿岸部を中心

として想像を超えた甚大な被害をもたらし、内陸部でも一部企業において設備

損壊やサプライチェーンの寸断などによる経済的打撃を被ることとなった。 

 

 現在、当センターは公益財団法人の認定取得を目指しており、もとより「東

北地域の活力向上と持続的な発展に寄与すること」を理念としていることから、

復興に役立つ、あるいは復興に向けた事業計画を策定することが、今こそ東北

の地域社会から求められているのではないかと考える。 
 

したがって、既に計画していた各種の調査研究、プロジェクト支援事業、人

材育成事業などの全ての事業計画を見直し、復興関連の要素を可能な限り新た

に取り入れることとした。また、早急に再建の道筋を確保することを目的とし

て「大震災復興に向けた提言」策定に社団法人東北経済連合会と共同で着手、

政府・関係機関に対しての提言を行うこととした。 

 

 復興に向けての一歩を踏み出した一部の被災地域があるものの、未だ復興の

足掛かりさえ掴めていないという地域が多々あるといった実態でもある。 
今後も諸課題を先見的に捉え、地域の取組みを先導できるよう地方公共団体

等の要望についても逐次反映させ、外部との連携や活用を通じ、東北地域から

の期待に一層お応えすべく事業活動に鋭意取り組んでいく。 
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Ⅰ．調査研究事業  

 

１．自主事業 

 

（１）一次産業の戦略的育成に関する調査研究 

 東日本大震災の影響で、東北の太平洋沿岸地域では、他産業と同様に一次産業が大きな

被害を受け、国や地元自治体を中心に復旧に向けた取り組みが始まっている。 

本調査研究では、元々疲弊していた一次産業に戻すのではなく、外国や特区などの成功

事例を参考に、競争力のある成長産業にするべく育成方策を探求する。 

 

（２）地域産品の輸出に関する調査研究 

 東北経済は全国と同様に、需要の低迷が続いている。この打開策の一つが、経済成長著

しい新興国への輸出である。東北には食材を中心に魅力ある産品が多く存在するものの、

他地域に比べて輸出額が少ない現状にあり、東北由来の輸出品でも、東北以外で加工され

るケースも多い。更に、原子力発電所の事故に伴う放射能汚染への懸念から、東北産品に

対する風評被害が広がっている。 

 本調査研究では、東北域内の材料（一次産品）を域内で加工し、高い付加価値を付けて

海外に販売する方策を探求する。 

 

（３）津軽半島における地域活性化に関する調査研究 

 平成２２年１２月の東北新幹線全線開業に伴い、北東北への観光客が増加するなど、開

業効果が現れている。現在、この効果を持続させるべく関係者が諸施策に取り組んでいる

が、さらに平成２７年度の北海道新幹線開業（函館までの延伸）まで見据える必要がある。 

北海道新幹線開業が、人、企業の新たな動きを喚起することは確実である。それらの動き

を当該地域にとって良きものに仕向けていくためには、今から準備しておくべきである。 

 本調査研究では、北海道新幹線開業の影響を推定するとともに、新駅が建設される津軽

半島の地域活性化や下北半島と北海道の広域観光などについて検討する。 

 

（４）三陸沿岸における漁村対策に関する調査研究 

東日本大震災により被災した岩手県の漁村復興に関する調査研究を行う（具体的テーマ

は、今後、関係個所と調整予定）。 

 

（５）産業連関分析による産業政策の方向性に関する調査研究 

当センターでは、前身の東北開発研究センター時代に、東北７県間の財・サービスの取

引関係を一覧できる基礎統計として、東北地域県間産業連関表（平成１２年表、プロトタ

イプ）を開発した。平成２２年度は、産業連関表としては最新版にあたる平成１７年表の

作成に着手している。本年度は平成１７年表を活用して、東北地域の産業構造や産業経済

交流の課題について構造分析および経済波及効果分析を実施し、震災復興を見据えた産業

経済政策への示唆を抽出する。 
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（６）地域社会インフラの維持・更新問題に関する調査研究 

全国同様、東北地域でも高度経済成長期を中心にこれまで整備・蓄積されてきた社会 

インフラは、今後急速に老朽化が進むこととなる。しかし、自治体等を取り巻く厳しい財

政環境を考慮すれば、新規投資に単純に上乗せして維持・更新投資を行っていくことは 

不可能と考えられる。 

本調査研究では、東北地域自治体がこの問題をどう捉え対応しようしているかを把握す

るとともに、ファシリティマネージメント、ＰＰＰなど各種の戦略的対応手法の適用範

囲・可能性について検討する。 

 

（７）東北企業のアジア市場展開促進に関する調査研究 

人口減少、大手企業の海外進出拡大といった社会経済環境下、東北の地域企業が経営基

盤を維持・強化していくためには、アジアを中心とする世界経済の発展を自らの成長に 

取り込んでいく必要がある。しかし、地域企業の海外市場展開はあまり進んでいない。 

本調査研究では、主にアジア市場をターゲットにして、現地生産拠点を設置、または、

日本からの輸出供給体制を整備している中堅・中小ものづくり企業等のケーススタディ 

などを通じて、その市場展開の経緯・パターン・工夫等を整理するとともに、支援施策の

あり方の検討を行う。 

 

（８）幸福度の定量化に関する調査研究 

 従来、国ないし地域が目指す目標として経済活動を表わすＧＮＰやＧＤＰが用いられて

きた。近年、ＧＮＰに代わる目標としてＧＮＣ（Gross National Cool）やＧＮＨ（Gross 

National Happiness）といった概念が出てきている。また、あるシンクタンクは生活満足

度と環境負荷を総合的に取り込んだ幸福惑星指標（Happy Planet Index）を国ごとに計算

することを試みている。 

 本調査研究では、経済的な諸指標では全国に比べて低い地位にある東北について、その

幸福度を定量化する方法を予備的に検討する。 

 

（９）航空機関連産業の集積に関する調査研究 

平成２２年度には、長期的に安定需要が見込める分野とされ、新規企業立地もある航空

機関連産業について業界事情調査及び東北地域企業へのアンケート等を実施した（「東北

地域における航空機関連産業集積のための基礎調査」）。本年度では、その結果を踏まえ

た深堀を行う。具体的には、東北地域における既参入企業や参入意欲がある企業等への 

ヒアリング、東海地域のほか海外も含めた先進事例調査、専門家・各県担当も交えた委員

会での議論・意見交換を通じて、航空機産業への参入の課題克服のあり方、振興方策の検

討などを行う。 

 

（10）過年度調査研究のフォローアップ 

 過年度に実施した調査研究に関して、当事者の検討深化や実践移行に対する支援、関係

者による勉強会の実施等のフォローアップを必要に応じて行う。 
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２．受託事業 

（１）景気ウォッチャー調査（東北地域） 

 

Ⅱ．プロジェクト支援 

 

１．自主事業 

 

（１）地域活性化に関わるプロジェクト支援 

東北地域の自治体や営利を主たる目的としない団体（観光協会、商工団体、ＮＰＯ、産

業関連団体など）が主体となる地域や産業の活性化に関するプロジェクトに対し、主体と

なる機関・団体からの要請に基づいて支援・協力を行う。 

なお、本事業については、当センターホームページで年間を通じて公募しており、当該

団体からの支援要請の都度、随時協議のうえ、プロジェクト採択の可否を検討する。 

 
【宮城県東松島市における復興のまちづくり計画策定支援】 

①プロジェクトの背景と目的 

東日本大震災は東北地域沿岸部に壊滅的な被害を及ぼし、多くの尊い命を奪い、そ

こで営まれてきた人々の暮らしと経済・産業を一変させた。このような悲劇を二度と

繰り返すことのないよう「安全・安心のまちづくり」を実現し、希望ある未来に向け

た新しい地域社会を築いていくことが求められる。その第１歩として、地域特性に 

即した被災地のまちづくりの方向を住民、行政等との協働で策定しながら実現への力

にしていくことが必要となる。 

本プロジェクトでは、被災自治体である宮城県東松島市を対象に、大学・研究機関、

ＮＰＯ、コミュニティ支援組織等が連携して、まちづくりの主体となる地域コミュニ

ティの再生、自立に向けた支援活動体制を構築していく。 

②プロジェクト内容 

a. 地域主体のまちづくり（中長期）ビジョン策定支援 

b. コミュニティ再生に向けた支援活動体制の提案 

 
【岩手県雫石町における観光産業活性化のための方策策定支援】 

①プロジェクトの背景と目的 

雫石町への観光レクリエーション客の入込数は、平成８年の約３５７万人回をピー

クに減少が続き、昨年の入込数は２４３万人回と、ピーク時の６９％まで急激に落ち

込んでいる。町では、平成１８年度に「雫石町観光ビジョン」を策定し、翌年度から

行動計画を定め各事業に取り組んできたところであるが、観光客の減少に歯止めが 

かかっておらず、このままでは町内観光関係事業者の廃業と撤退につながりかねない

との強い危機感を抱いている。 

本プロジェクトでは、専門家の指導を得ながら、雫石町の観光施策の根本的な見直

しを行い、次期町総合計画の中における個別計画として、新しい観光施策の行動計
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画・アクションプランの策定を支援するものである。 

②プロジェクト内容 

ａ．観光ルート整備と観光地づくりによる観光商品力の向上（企画力） 

ｂ．岩手県内・首都圏・海外別観光プロモーションによる誘客促進（営業力） 

ｃ．住民と企業参加型の観光産業づくり（推進体制、行政の支援方策など） 

 

（２）企業間連携等支援事業 

東北地域の企業が新技術・新商品を開発し、市場への投入拡大を迅速かつ効果的に進め

るためには、技術力、資金調達力、販売力、知財等の面で各々の強みを持つ企業間の連携

が有効である。 

また、このたびの東日本大震災では、東北地方の太平洋沿岸に壊滅的な被害をもたらし

たが、こうした被災地域の産業再生のためにも、企業間や他地域との連携を推進していく

ことが必要である。 

こうした観点から、地域における企業同士の勉強会、交流会、展示会等への共同出品な

ど連携の初期段階における様々な活動を幅広く支援する。 

①支援（助成）対象者 

連携事業を主催または調整、指導する地方自治体、産業関連団体、公設試験研究機関、 

産業支援機関、ＮＰＯ 等 

②募集・選考方法 

一般公募とする。選考委員会により選考し、採択する。 

 

（３）「東北地域特産品ハンドブック(仮称)」の作成による地域支援 

①実施目的 

ａ．東北地域の安全・安心な特産品情報を内外に発信する。 

ｂ．より販売に結びつきやすい、国内外の流通分野・観光分野へ配布することにより、

地域産品の販売・輸出の支援を図る。 

ｃ．東北地域の特産品を地域ブランドとして育成することにより、震災復興や地域活性

化への起爆剤となることを目指す。 

ｄ．既存の特産品に加え、新たな特産品開発への意欲と方向性を農林水産業従事者に 

喚起することを目指す。 

ｅ．産官学が一体となり、東北地域をプロモートするためのツールとして活用されるこ

とを目指す。 

②実施内容 

ａ．平成２３年度においては、各県の行政、シンクタンク等より、特産品のリストアッ

プ・推薦を受ける。選定委員会を設立し、リストアップされた産品をセレクトする。 

上記委員会が選定した特産品の情報を整理し、日本語版ハンドブックを作成・配布

する。 

ｂ．今後、反響や成果等を踏まえながら、中国語版や英語版の作成・配布についても検

討する。 
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（４）東北地域における女性起業家ネットワーク構築支援事業 

①実施目的 

ａ．東北地域における、企業家・起業家、起業を目指す方、企業で働いている方、農林

水産業従事者、ＮＰＯ・ボランティアなどを対象に、地域、業種を超えたネットワ

ーク構築を支援する。 

ｂ．人口減少・少子高齢化を迎えた日本、とりわけその進展が著しい当該地域において、

活用が遅れている女性の意識と社会参画への意欲向上を図り、震災復興や地域活性

化への行動を起こすきっかけを提供する。 

ｃ．また、上記対象者の地域、業種を超えたネットワーク構築を支援するとともに、交

流会参加者同士の自発的かつ自立的な勉強会、ビジネス等の成果が生まれることを

支援する。なお、将来的には、国内他地域との交流、海外交流も目指す。 

②実施内容 

ａ．東北地域を越えてチャレンジする女性の交流会や講演会の開催 

ｂ．参加者持ち込みの地場産品を使用した食材交流会、テーマ毎の分科会の開催 

ｃ．既存の女性ネットワーク組織と上記交流会参加者による活動や商品の展示 

ｄ．流通業者との商談会、地場産品を使った料理のデモンストレーションの実施など 

 

（５）東北地域の産業復興と人材育成に関する方策策定支援 

このたびの震災は東北地域の主要産業である農林水産業を中心に甚大な被害をもたら

した。東北地域を襲った未曾有の危機を乗り越えるためには、中長期的な東北地方の産業

復興に向けた取り組みは喫緊の課題である。 

こうしたことから、東北大学大学院経済学研究科地域イノベーション研究センターで

は、「地域産業復興調査研究プロジェクト」を立ち上げ、同大大学院経済学研究科の研究

者をはじめ、東北学院大学、宮城大学、石巻専修大学の研究者を中心にして、様々な学問

的知見を総動員して「東北地域の産業復興に向けたビジョン」を策定することとしている。 

当センターでは、全国地域の農林水産業、食品加工・流通業、観光業などで復興に資す

るような事業モデルおよび経営者のキャリア形成に関する調査を行い、同プロジェクト 

分科会の１テーマである「東北地域の産業復興と人材育成に関する方策」の策定について

支援する。 

 

 

Ⅲ．人材育成事業 

 

１．「ビジネスプロデューサー養成講座」の開催 

①目的 

東北地域において企業の連携を促進して、ビジネスを活発化させ、あるいは新しいビジ

ネスを創出していくためにはビジネスを生み出すスキル、ノウハウを持った人材、生み出

した特許等の知財の保護、活用が出来る人材、企業間連携のためのネットワークを持った

人材の育成が重要である。こうした人材を育成するためフィールドアライアンス（企業や
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個人の持っているフィールドを共有・拡充し、ビジネスを活性化させる）という理念の下、

ビジネスをプロデュースできる能力を持った人材を育成する。 

②開催要領 

ａ．講師：システムインテグレーション株式会社 代表取締役 多喜義彦 氏 

ｂ．対象：企業、自治体等行政機関、産業支援機関等の幹部候補生２０名程度 

ｃ．講義回数、時間：講義回数７回（合宿講義あり）、合計３３時間 

ｄ．講義の内容（案） 

・ビジネスプロデューサー、フィールドアライアンスについて 

・ビジネスモデル概論 

・グループ討議による新ビジネスの創造演習（資源発掘、ニーズ検証、 

商品化、市場検討、ビジネスモデルの勘所など） 

③ＢＰ研究会運営（講座修了生による研究会の設置） 

ビジネスプロデューサー養成講座修了生を主たるメンバーとする研究会を設置し、ビ

ジネスを創造する能力の向上、フィールドアライアンスの実践等を目指す。 
年に２回程度の研究会を開催し、研究会のメンバーによる研究成果等の発表や意見交

換を実施するほか、要望に基づき企業見学会を実施する。 
 
２．出前講座「ユニバーサイエンス」の開催 

①目的 

東北地域の高校生が進路を考える上で、理科系分野の学問の面白さ、楽しさに触れ、

理科系分野の学問を将来の選択肢として考える機会づくりとして、高校生向けの出前講

座を開催する。 

講師は東北大学等の協力を得て、同大学の教官を派遣し、最先端の研究をわかりやす

く講義していただく。 

②開催計画 

ａ．開催期間： 平成２３年４月から平成２３年１２月（予定） 

ｂ．開催対象： 東北７県に所在する全高等学校（約５００校） 

ｃ．開催予定： ２６校程度にて開催予定 

ｄ．講師陣容： 東北大学等の理科系全学部の教官 

ｅ．講義内容： 高校側の希望を踏まえ東北大学等との協議により決定 

 

３．東北大学「サイエンスカフェ」の共催 

①目的 

東北の将来を担う若者を育成するという趣旨に賛同し、東北大学主催の市民向け科学 

講座「サイエンスカフェ」の地方都市開催について、当センターが共催する。 

②開催計画（詳細は東北大学と協議の上決定） 

ａ．開催期間： 平成２３年下期に１回  

ｂ．開催対象： 県庁所在都市のうち１都市 
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４．「活性研実践セミナー（仮称）」の開催 

①目的 

 東北地域における自治体等の政策立案担当者や産業・経済界からの希望者を対象に、東

北地域が抱える課題解決に資するテーマに関するセミナーを開催する。 

 各セミナーについては、いずれも複数回のシリーズで継続的・体系的なものになるよう

カリキュラムを工夫するとともに、魅力的な講師の選定や受講者同士の人的ネットワーク

形成などに配慮することで、セミナーの実効性をあげていく。 

②開催テーマ（候補） 

「マーケティングのフロンティア」 

東北地域の企業には、地域に根ざしたものづくりによる、優れた「商品」が多数存在

する。しかし、マーケティング戦略の弱さから市場における競争力の優位性を得ること

ができないケースが多い。 

本セミナーでは、現場を知り尽くしたマーケティングのエキスパートにより、そのエ

ッセンスを講義してもらうことで、「わかりやすく、すぐ実行できる」人材の育成を目

指す。 

 

 

Ⅳ．シンクタンク、学術機関、行政機関、経済産業団体との連携 

「知をつなぎ、地を活かす」ことを念頭に、以下の各団体との連携を深め、多重的な 

「知のネットワーク形成」に努めていく。 

 

１．「地方シンクタンク協議会」との連携 

 

２．各地域ブロックの活性化センターとの連携 

 

３．「全国地域技術センター連絡協議会」 

 

４．東北域内の各シンクタンク、学術機関、行政機関、経済産業団体との連携 

 

 

Ⅴ．情報収集・提供事業 
 

１．東日本大震災復興に向けた提言 

東日本大震災の被災地では、今後、救助・復旧から、復興・振興へと進むことになるが、

東北の復興には思い切った手法を取り入れ、強い決意をもって再建に取り組む必要がある。 

こうした認識の下、社団法人東北経済連合会と共同で「概ね１年以内に実施すべき事項」、

中長期に亘り取り組む「復興に向けた重要な取り組み」、震災復興本部と震災復興庁を柱と

する「大震災復興に向けた推進体制」を中心に「大震災復興に向けた提言」を取りまとめる。 
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２．東日本大震災復興に関する講演会等の開催 

復興に関する諸課題の解決に資する、あるいは中長期の復興ビジョンやグランドデザイン

の策定等に役立つようなテーマ・講師を選定し、開催する。 

 

３．地域活性化セミナー等の開催 

地域活性化・産業振興の観点から、東北地域が抱える諸課題の解決に資するよう、開催県

の自治体や商工団体など関係機関との連携を図りながら、相応しいテーマ・講師を選定し、

開催する。 

   

４．産業技術振興講演会、見学会等の開催  

産業技術の振興を通して、東北地域の産業活性化とビジネスチャンス創出を図る観点から、

企業や学会、関係行政機関などから幅広く情報収集を行い、先見性、あるいは時宜にかなっ

たテーマ・講師の選定を行い、開催する。  

 

５．調査研究報告会の開催 

過年度に実施した調査研究の中からテーマを選定し、関係者や一般の方々を対象とした 

報告会を開催し、調査研究活動の内容に対するＰＲ、理解・浸透を図る。 

また、出席者へのアンケート調査により、今後の調査研究テーマに関するニーズや関心の

傾向、当センター運営全般に対する意見・要望等の把握に努める。 

 

６．機関誌「東北活性研」の発行  

当センターの事業活動を多くの方々に知っていただくとともに、調査研究結果や関係者の

知見等を紹介するために、年４回発行、配布する。 

 

７．ホームページ等による情報提供 

より多くの方々への情報発信・提供を図る観点から、自主調査研究、プロジェクト支援事

業などの結果や地域活性化に資する情報を提供することにより、一般利用者における利便性

の向上を図る。 

 

 

Ⅵ．公益財団法人の認定申請に関わる具体的な取組み 

 

平成２３年度下期を目途に公益財団法人の認定申請を目指し、必要な諸準備と諸手続きを

遅滞なく進めていく。 
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Ⅶ．東北グリーン電力基金事業 
 

１．平成２３年度の助成方針 

①助成対象 

ａ．東北７県の県、市町村、学校法人、地方公共団体の出資比率が５０％超の第３セクタ

ー、医療法人および社会福祉法人が東北地域に設置するシステム出力２０ｋＷ未満の

風力発電および太陽光発電設備。 

ｂ．東北７県の県、市町村、学校法人、地方公共団体の出資比率が５０％超の第３セクタ

ー、医療法人および社会福祉法人が東北地域に設置するシステム出力２．５ｋＷ未満

の風力発電・太陽光発電を利用した防犯・防災灯設備。 

②助成枠 

ａ．風力発電・太陽光発電設備助成：原則１２０ｋＷ（６千万円程度） 

ｂ．防犯・防災灯設備助成：原則５ｋＷ（２千万円程度） 

③助成金額 

ａ．風力・太陽光発電設備助成：１ｋＷあたり５０万円とする。ただし、応募案件のシス

テム出力合計が助成枠を超過する場合には、１ｋＷあたりの助成単価を（助成金総額

÷応募案件のシステム出力）により再算定する。 

ｂ．防犯・防災灯設備助成：１００Ｗあたり４０万円とする。ただし、応募案件のシステ

ム出力合計が助成枠を超過する場合には、１００Ｗあたりの助成単価を（助成金総額

÷応募案件のシステム出力）により再算定する。 

④募集期間 

  平成２３年６月～平成２３年８月（助成先の決定は、平成２３年９月） 

 

２．今後のスケジュールについて 

①平成２３年９月  平成２３年度助成先の決定 

②平成２３年度末  東北グリーン電力基金事業の終了 

 


